
経由
日数

処理
日数

協議
日数

社会福祉 1 　社会福祉主事の養成機
関及び講習会の指定

社会福祉法（昭和26年法律
第45号）第19条第１項第２号

30  保健福祉企画
室

30

社会福祉 2 　社会福祉法人の設立の
認可

社会福祉法第31条第１項 20 地域福祉課 20

社会福祉 3 評議員会の招集の許可 社会福祉法第45条の９第５
項

20 地域福祉課 20

社会福祉 4 　社会福祉法人の定款の
変更の認可

社会福祉法第45条の36第２
項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 5 　社会福祉法人の定款の
変更の認可（岩手県社会
福祉協議会、岩手県共同
募金会及び岩手県社会福
祉事業団に係るものに限
る。）

社会福祉法第45条の36第２
項

20 地域福祉課 20

社会福祉 6 　社会福祉法人の解散の
認可又は認定

社会福祉法第46条第２項 20 地域福祉課 20

社会福祉 7 　社会福祉法人の吸収合
併の認可

社会福祉法第50条第３項 20 地域福祉課 20

社会福祉 8 　社会福祉法人の新設合
併の認可

社会福祉法第54条の６第２
項

20 地域福祉課 20

社会福祉 9 社会福祉充実計画の承認 社会福祉法第55条の２第１
項

20 地域福祉課 20

社会福祉 10 社会福祉充実計画の変更
の承認

社会福祉法第55条の３ 20 地域福祉課 20

社会福祉 11 社会福祉充実計画の終了
の承認

社会福祉法第55条の４ 20 地域福祉課 20

社会福祉 12 　軽費老人ホームの設置
の許可

社会福祉法第62条第２項 10 長寿社会課 10

社会福祉 13 　軽費老人ホームの事業
の変更の許可

社会福祉法第63条第２項 10 長寿社会課 10

社会福祉 14 　施設を必要としない第一
種社会福祉事業経営の許
可

社会福祉法第67条第２項 20 地域福祉課 20

社会福祉 15 　社会福祉連携推進法人
の認定

社会福祉法第125条 20 地域福祉課 20

社会福祉 16 　社会福祉連携推進法人
の定款の変更の認可

社会福祉法第139条第１項 20 地域福祉課 20

社会福祉 17 　社会福祉連携推進法人
の社会福祉連携推進方針
の変更の認定

社会福祉法第140条 20 地域福祉課 20

社会福祉 18 　社会福祉連携推進法人
の代表理事の選定及び解
職の認可

社会福祉法第142条 20 地域福祉課 20

社会福祉 19 　社会福祉主事の養成機
関及び講習会の指定事項
の変更の承認

社会福祉法施行令（昭和33
年政令第185号）第６条第１
項

30 保健福祉企画
室

30

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

社会福祉 20 　申請による保護の開始の
決定

生活保護法（昭和25年法律
第144号）第24条第３項

法令14 町村 広域振興局保
健福祉環境部、
宮古保健福祉
環境センター又
は二戸保健福
祉環境センター

社会福祉 21 　申請による保護の変更の
決定

生活保護法第24条第９項に
おいて準用する同条第３項

法令14 町村 広域振興局保
健福祉環境部、
宮古保健福祉
環境センター又
は二戸保健福
祉環境センター

社会福祉 22 　保護施設の設置の認可 生活保護法第41条第２項 20 地域福祉課 20

社会福祉 23 　保護施設の名称等の変
更の認可

生活保護法第41条第５項 20 地域福祉課 20

社会福祉 24 　保護施設の休止又は廃
止の時期の認可

生活保護法第42条 20 地域福祉課 20

社会福祉 25 　医療機関の指定 生活保護法第49条 20 地域福祉課 20

社会福祉 26 　介護機関の指定 生活保護法第54条の２ 20 地域福祉課 20

社会福祉 27 助産機関及び施術機関の
指定

生活保護法第55条 20 地域福祉課 20

社会福祉 28 　就労自立給付金の決定 生活保護法第55条の４第１
項

14 広域振興局保
健福祉環境部、
宮古保健福祉
環境センター又
は二戸保健福
祉環境センター

14

社会福祉 29 　進学・就職準備給付金の
決定

生活保護法第55条の５第１
項

14 広域振興局保
健福祉環境部、
宮古保健福祉
環境センター又
は二戸保健福
祉環境センター

14

社会福祉 30 　住居確保給付金の決定 生活困窮者自立支援法（平
成25年法律第105号）第６条
第１項

14 広域振興局保
健福祉環境部、
宮古保健福祉
環境センター又
は二戸保健福
祉環境センター

14

社会福祉 31 　就労訓練事業の認定 生活困窮者自立支援法第16
条第１項

20 地域福祉課 20

社会福祉 32 　児童福祉司又は児童福
祉施設の職員を養成する
学校その他の施設及び講
習会の指定

児童福祉法（昭和22年法律
第164号）第13条第３項第２
号

30 子ども子育て支
援室

30

社会福祉 33 　保育士を養成する学校そ
の他の施設の指定

児童福祉法第18条の６第１
号

30 子ども子育て支
援室

30

社会福祉 34 　小児慢性特定疾病指定
医の指定

児童福祉法第19条の３第１
項

20 子ども子育て支
援室

20
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

社会福祉 35 　小児慢性特定疾病医療
費に係る支給認定

児童福祉法第19条の３第３
項及び第４項

40   保健所 29 小児慢性特
定疾病審査
会

11

社会福祉 36 　小児慢性特定疾病医療
費支給認定の変更の認定

児童福祉法第19条の５第２
項

40  保健所 40  

社会福祉 37 　指定小児慢性特定疾病
医療機関の指定

児福法第19条の９第１項 20  子ども子育て支
援室

20

社会福祉 38 　結核児童の療育の給付 児童福祉法第20条第１項 15 保健所 15

社会福祉 39 　指定療育機関の指定 児童福祉法第20条第５項 20 子ども子育て支
援室

20

社会福祉 40 　指定障害児通所支援事
業者の指定

児童福祉法第21条の５の３
第１項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 41 　指定障害児通所支援事
業者の指定の更新

児童福祉法第21条の５の16
第１項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 42 　指定障害児入所施設の
指定

児童福祉法第24条の２第１
項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 43 　指定障害児入所施設の
指定の更新

児童福祉法第24条の10第１
項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 44 　児童福祉施設の設置の
認可（児童厚生施設を除
く。）

児童福祉法第35条第４項 69 市町村及び
広域振興局
保健福祉環
境部又は保
健福祉環境
部保健福祉
環境センター
（花巻保健福
祉環境セン
ター及び一
関保健福祉
環境センター
を除く。）

8 子ども子育て支
援室

60 岩手県社会
福祉審議会

1

社会福祉 45 　児童福祉施設の設置の
認可（障害児施設に限
る。）

児童福祉法第35条第４項 20 障がい保健福
祉課

20
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

社会福祉 46 　児童福祉施設の設置の
認可（児童厚生施設を除
く。）

児童福祉法第35条第４項 20 子ども子育て支
援室

20

社会福祉 47 　児童厚生施設の設置の
認可

児童福祉法第35条第４項 20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 48 　児童福祉施設の廃止又
は休止の承認（児童厚生
施設を除く。）

児童福祉法第35条第12項 28 市町村及び
広域振興局
保健福祉環
境部又は保
健福祉環境
部保健福祉
環境センター
（花巻保健福
祉環境セン
ター及び一
関保健福祉
環境センター
を除く。）

8 子ども子育て支
援室

20

社会福祉 49 　児童福祉施設の廃止又
は休止の承認（障害児施
設に限る。）

児童福祉法第35条第12項 20 障がい保健福
祉課

20

社会福祉 50 　児童福祉施設の廃止又
は休止の承認（児童厚生
施設を除く。）

児童福祉法第35条第12項 28 市町村 8 子ども子育て支
援室

20

社会福祉 51 　児童厚生施設の廃止又
は休止の承認

児童福祉法第35条第12項 20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 52 　指定児童福祉司養成施
設等の指定申請書記載事
項の変更の承認

児童福祉法施行令（昭和23
年政令第74号）第３条の２第
３項

30 子ども子育て支
援室

30

社会福祉 53 　指定保育士養成施設の
指定申請書記載事項の変
更の承認

児童福祉法施行令第５条第
３項

30 子ども子育て支
援室

30

社会福祉 54 　児童の遊びを指導する者
の認定

児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準（昭和23年厚
生省令第63号）第38条第２項

10 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

10

社会福祉 55 　認定こども園の認定 就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律（平成18
年法律第77号）第３条第１項
及び第３項

60 子ども子育て支
援室

60
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

社会福祉 56 　幼保連携型認定こども園
の設置等の認可

就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律第17条
第１項

61 子ども子育て支
援室

60 岩手県子ど
も子育て会
議

1

社会福祉 57 　保育士の資格のみを有
する者を学級担任とする場
合の特例承認（保育所型
認定こども園又は地方裁
量型認定こども園）

就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律第３条
第２項及び第４項の規定に基
づき内閣総理大臣、文部科
学大臣及び厚生労働大臣が
定める施設の設備及び運営
に関する基準（平成26年内閣
府・文部科学省・厚生労働省
告示第２号）第３の３ただし書

60 子ども子育て支
援室

60

社会福祉 58 　幼稚園教員免許状のみ
を有する者を満３歳以上の
子どものうち長時間利用児
の保育に従事する者とする
場合の特例承認（幼稚園
型認定こども園又は地方
裁量型認定こども園）

就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律第３条
第２項及び第４項の規定に基
づき内閣総理大臣、文部科
学大臣及び厚生労働大臣が
定める施設の設備及び運営
に関する基準第３の４ただし
書

60 子ども子育て支
援室

60

社会福祉 59 　児童扶養手当受給資格
等の認定

児童扶養手当法（昭和36年
法律第238号）第６条第１項

45 町村 15 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

30

社会福祉 60 　特別児童扶養手当受給
資格等の認定

特別児童扶養手当等の支給
に関する法律（昭和39年法律
第134号）第５条第１項

45 市町村 15 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

30

社会福祉 61 　障害児福祉手当の受給
資格の認定

特別児童扶養手当等の支給
に関する法律第19条

50 町村 5 広域振興局保
健福祉環境部

45

社会福祉 62 　特別障害者手当の受給
資格の認定

特別児童扶養手当等の支給
に関する法律第26条の５に
おいて準用する第19条

50 町村 5 広域振興局保
健福祉環境部

45

社会福祉 63 　養護老人ホーム又は特
別養護老人ホームの設置
の認可

老人福祉法（昭和38年法律
第133号）第15条第４項

20 長寿社会課 20

社会福祉 64 　養護老人ホーム又は特
別養護老人ホームの廃
止、休止若しくは入所定員
の減少又は入所定員の増
加の認可

老人福祉法第16条第３項 20 長寿社会課 20

社会福祉 65 　身体障害者手帳の交付 身体障害者福祉法（昭和24
年法律第283号）第15条第４
項

37 市町村 7 福祉総合相談
センター

30

社会福祉 66 　身体障害者手帳の再交
付（破り、汚し、又は失った
者に係るものを除く。）

身体障害者福祉法施行令
（昭和25年政令第78号）第10
条

37 市町村 7 福祉総合相談
センター

30
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処理
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協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

社会福祉 67 　身体障害者手帳の再交
付（破り、汚し、又は失った
者に係るものに限る。）

身体障害者福祉法施行令第
10条

21 市町村 7 広域振興局保
健福祉環境部

14

社会福祉 68 　療育手帳の交付 知的障害者療育手帳交付規
則（昭和49年岩手県規則第
57号）第５条

43 市町村 7 広域振興局保
健福祉環境部

6 福祉総合相
談センター又
は児童相談
所

30

社会福祉 69 　療育手帳の再交付 知的障害者療育手帳交付規
則第８条

21 市町村 7 広域振興局保
健福祉環境部

14

社会福祉 70 　指定障害福祉サービス
事業者の指定

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律（平成17年法律第
123号）第29条第１項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 71 　指定障害者支援施設の
指定

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律第29条第１項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 72 　指定障害福祉サービス
事業者の指定の変更

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律第37条

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 73 　指定障害者支援施設の
指定の変更

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律第39条

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 74 　指定障害福祉サービス
事業者の指定の更新

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律第41条第１項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20
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理日数 経由機関 主管課等 協議機関

社会福祉 75 　指定障害者支援施設の
指定の更新

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律第41条第1項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 76 　指定一般相談支援事業
者の指定

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律第51条の14第1項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 77 　指定一般相談支援事業
者の指定の更新

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律第51条の21第1項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会福祉 78 　指定自立支援医療機関
の指定

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律第59条第１項

101 障がい保健福
祉課及び子ども
子育て支援室

100 岩手県社会
福祉審議会

1

社会福祉 79 　戦傷病者手帳の交付 戦傷病者特別援護法（昭和
38年法律第168号）第４条第
１項

10 地域福祉課 10

社会福祉 80 　目症該当者の戦傷病者
手帳の交付

戦傷病者特別援護法第４条
第２項

10 地域福祉課 10

社会福祉 81 　療養費の支給 戦傷病者特別援護法第17条
第１項

10 地域福祉課 10

社会福祉 82 　療養手当の支給 戦傷病者特別援護法第18条
第１項

14 地域福祉課 14

社会福祉 83 　葬祭費の支給 戦傷病者特別援護法第19条
第１項

10 地域福祉課 10

社会福祉 84 　葬祭費相当額の支給 戦傷病者特別援護法第19条
第２項

10 地域福祉課 10

社会福祉 85 　補装具の支給又は修理 戦傷病者特別援護法第21条
第１項

14 地域福祉課 14

社会福祉 86 　補装具の購入又は修理
費用の支給

戦傷病者特別援護法第21条
第４項

14 地域福祉課 14

社会福祉 87 　旧法規定による療養費等
の受給権者の療養費等の
支給

戦傷病者特別援護法附則第
11項

10 地域福祉課 10

社会福祉 88 　戦傷病者手帳の再交付 戦傷病者特別援護法施行令
（昭和38年政令第358号）第６
条

10 地域福祉課 10

社会福祉 89 　葬祭料の支給 未帰還者留守家族等援護法
（昭和28年法律第161号）第
16条第１項

10 地域福祉課 10

社会福祉 90 　遺骨引取経費の支給 未帰還者留守家族等援護法
第17条第１項

10 地域福祉課 10

社会福祉 91 　弔慰料の支給 未帰還者に関する特別措置
法（昭和34年法律第７号）第
３条第１項

10 地域福祉課 10
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社会福祉 92 　給付を受ける権利の認定 引揚者給付金等支給法（昭
和32年法律第109号）第３条

20 市町村 10 地域福祉課 10

社会福祉 93 　特別交付金を受ける権利
の認定

引揚者等に対する特別交付
金の支給に関する法律（昭和
42年法律第114号）第３条第
２項

20 市町村 10 地域福祉課 10

社会福祉 94 　医療機関の指定 原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律（平成６年法
律第117号）第12条第１項

14 医療政策室 14

社会福祉 95 　医療費の支給 原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律第17条第１
項

14 医療政策室 14

社会福祉 96 　一般疾病医療費の支給 原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律第18条第１
項

14 医療政策室 14

社会福祉 97 　被爆者 一般疾病 医療機
関の指定

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律第19条第１
項

14 医療政策室 14

社会福祉 98 　医療特別手当の支給の
認定

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律第24条第２
項

20 医療政策室 20

社会福祉 99 　特別手当の支給の認定 原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律第25条第２
項

20 医療政策室 20

社会福祉 100 　原子爆弾小頭症手当の
支給の認定

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律第26条第２
項

10 医療政策室 10

社会福祉 101 　健康管理手当の支給の
認定

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律第27条第２
項

20 医療政策室 20

社会福祉 102 　保健手当の支給の認定 原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律第28条第２
項

20 医療政策室 20

社会福祉 103 　介護手当の支給 原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律第31条

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター

20

社会福祉 104 　葬祭料の支給 原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律第32条

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター

20

社会福祉 105 　健康状況の届出による医
療特別手当証書の訂正等

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則（平
成７年厚生省令第33号）第33
条第１項

20 医療政策室 20

社会福祉 106 　氏名変更等の届出による
医療特別手当証書の訂正
等

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則第
36条

10 医療政策室 10

社会福祉 107 　医療特別手当証書の再
交付

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則第
38条第１項

10 医療政策室 10

社会福祉 108 　氏名変更等の届出による
特別手当証書の訂正等

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則第
46条において準用する第36
条

10 医療政策室 10

社会福祉 109 　特別手当証書の再交付 原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則第
46条において準用する第38
条第１項

10 医療政策室 10
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社会福祉 110 　氏名変更等の届出による
原子爆弾小頭症手当証書
の訂正等

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則第
50条において準用する第36
条

10 医療政策室 10

社会福祉 111 　原子爆弾小頭症手当証
書の再交付

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則第
50条において準用する第38
条第１項

10 医療政策室 10

社会福祉 112 　氏名変更等の届出による
健康管理手当証書の訂正
等

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則第
54条において準用する第36
条

10 医療政策室 10

社会福祉 113 　健康管理手当証書の再
交付

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則第
54条において準用する第38
条第１項

10 医療政策室 10

社会福祉 114 　現況の届出による保健手
当証書の訂正等

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則第
61条第１項

10 医療政策室 10

社会福祉 115 　氏名変更等の届出による
保健手当証書の訂正等

原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則第
63条において準用する第36
条

10 医療政策室 10

社会福祉 116 　保健手当証書の再交付 原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律施行規則第
63条において準用する第38
条第１項

10 医療政策室 10

社会福祉 117 　指定難病に係る特定医
療費の支給認定

難病の患者に対する医療等
に関する法律（平成26年法律
第50号）第７条第１項及び第
２項

40 健康国保課 26 指定難病審
査会

14

社会福祉 118 　指定難病に係る指定医
の指定

難病の患者に対する医療等
に関する法律第６条第２項及
び難病の患者に対する医療
等に関する法律施行規則（平
成26年厚生労働省令第121
号）第15条第１項

20 健康国保課 20

社会福祉 119 　指定難病に係る特定医
療費の支給認定の変更の
認定

難病の患者に対する医療等
に関する法律第10条第２項

40 健康国保課 26 指定難病審
査会

14

社会福祉 120 　指定難病に係る指定医
療機関の指定

難病の患者に対する医療等
に関する法律第14条第１項

20 健康国保課 20

社会福祉 121 指定難病に係る登録者証
の交付

難病の患者に対する医療等
に関する法律第28条第２項

40 健康国保課 26 指定難病審
査会

14

社会福祉 122 　社会福祉士の養成施設
の指定

社会福祉士及び介護福祉士
法（昭和62年法律第30号）第
７条

30 保健福祉企画
室

30

社会福祉 123 　介護福祉士の養成施設
の指定

社会福祉士及び介護福祉士
法第40条第２項

30 長寿社会課 30

社会福祉 124 　社会福祉士の養成施設
及び介護福祉士の養成施
設の指定事項の変更の承
認

社会福祉士及び介護福祉士
法施行令（昭和62年政令第
402号）第４条第１項

30 保健福祉企画
室・長寿社会課

30

社会保険 1 　国民健康保険組合の設
立の認可

国民健康保険法（昭和33年
法律第192号）第17条第１項

30 健康国保課 30

社会保険 2 　組合会の議決事項の認
可

国民健康保険法第27条第２
項

10 健康国保課 10

社会保険 3 　国民健康保険組合の解
散の認可

国民健康保険法第32条第２
項

10 健康国保課 10
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社会保険 4 解散した国民健康保険組
合の残余財産処分の許可

国民健康保険法第32条の２
第２項

10 健康国保課 10

社会保険 5 療養の給付に要する費用
を別段に定める際の認可

国民健康保険法第45条第３
項

10 健康国保課 10

社会保険 6 国民健康保険組合の滞納
処分の認可

国民健康保険法第80条第１
項

10 健康国保課 10

社会保険 7 　指定市町村事務受託法
人の指定

介護保険法（平成９年法律第
123号）第24条の２第１項

20 長寿社会課 20

社会保険 8 　指定居宅サービス事業
者の指定

介護保険法第41条第１項本
文

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会保険 9 　指定介護老人福祉施設
の指定

介護保険法第48条第１項第
１号

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会保険 10 　指定介護予防サービス
事業者の指定

介護保険法第53条第１項本
文

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会保険 11 　介護支援専門員の登録 介護保険法第69条の２第１
項

30 長寿社会課 30

社会保険 12 　介護支援専門員登録事
項の変更

介護保険法第69条の４ 30 長寿社会課 30

社会保険 13 　介護支援専門員死亡等
の届出

介護保険法第69条の５ 30 長寿社会課 30

社会保険 14 　介護支援専門員登録の
消除申請

介護保険法第69条の６第１
号

30 長寿社会課 30

社会保険 15 　介護支援専門員証の交
付

介護保険法第69条の７第１
項

10 長寿社会課 10

社会保険 16 　介護支援専門員証の書
換え交付

介護保険法第69条の７第１
項

10 長寿社会課 10

社会保険 17 　介護支援専門員証の再
交付

介護保険法第69条の７第１
項

10 長寿社会課 10

社会保険 18 　介護支援専門員証の有
効期間の更新

介護保険法第69条の８第１
項

20 長寿社会課 20

社会保険 19 　指定試験実施機関の指
定

介護保険法第69条の27第１
項

30 長寿社会課 30

社会保険 20 　指定研修実施機関の指
定

介護保険法第69条の33第１
項

30 長寿社会課 30
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日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

社会保険 21 　指定居宅サービス事業
者の指定の更新

介護保険法第70条の２第２
項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会保険 22 　指定特定施設入居者生
活介護の指定の変更

介護保険法第70条の３第１
項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会保険 23 　指定介護老人福祉施設
の指定の更新

介護保険法第86条の２第２
項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会保険 24 　介護老人保健施設の開
設の許可

介護保険法第94条第１項 35 保健所 5 長寿社会課 30

社会保険 25 　介護老人保健施設の開
設許可の更新

介護保険法第94条の２第２
項

30 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

30

社会保険 26 　介護老人保健施設の入
所定員等の変更の許可

介護保険法第94条第2項 20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

社会保険 27 　介護老人保健施設管理
医師の承認

介護保険法第95条第１項 15 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

15

社会保険 28 　介護老人保健施設の医
師以外の者の管理者の承
認

介護保険法第95条第２項 15 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

15

社会保険 29 　介護老人保健施設の広
告事項の許可

介護保険法第98条第１項第
４号

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会保険 30 　介護医療院の開設の許
可

介護保険法第107条第１項 35 保健所 5 長寿社会課 30

社会保険 31 　介護医療院の開設許可
の更新

介護保険法第108条第２項 30 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

30

社会保険 32 　介護医療院の入所定員
等の変更の許可

介護保険法第107条第２項 20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

社会保険 33 　介護医療院管理医師の
承認

介護保険法第109条第１項 15 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

15

社会保険 34 　介護医療院の医師以外
の者の管理者の承認

介護保険法第109条第２項 15 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

15

社会保険 35 　介護医療院の広告事項
の許可

介護保険法第112条第１項第
４号

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会保険 36 　指定介護予防サービス
事業者の指定の更新

介護保険法第115条の11に
おいて準用する第70条の２
第２項

20 広域振興局保
健福祉環境部
又は保健福祉
環境部保健福
祉環境センター
（花巻保健福祉
環境センター及
び一関保健福
祉環境センター
を除く。）

20

社会保険 37 　指定調査機関の指定 介護保険法第115条の36第１
項

30 長寿社会課 30

社会保険 38 　指定調査機関の業務の
休廃止等の許可

介護保険法第115条の41 30 長寿社会課 30

社会保険 39 　指定情報公表センターの
指定

介護保険法第115条の42第１
項

30 長寿社会課 30

社会保険 40 　指定情報公表センターの
業務の休廃止等の許可

介護保険法第115条の42第３
項において準用する第115条
の41

30 長寿社会課 30

保健・衛生 1 　死体解剖の許可 死体解剖保存法（昭和24年
法律第204号）第２条第１項

9 保健所 9

保健・衛生 2 　死体解剖の場所の許可 死体解剖保存法第９条 9 保健所 9

保健・衛生 3 　死体保存の許可 死体解剖保存法第19条第１
項

9 保健所 9

保健・衛生 4 　受胎調節実地指導員の
指定

母体保護法（昭和23年法律
第156号）第15条第１項

7 保健所 7

保健・衛生 5 　受胎調節実地指導員講
習会の認定

母体保護法第15条第２項 10 保健所 3 子ども子育て支
援室

7

保健・衛生 6 　受胎調節実地指導員標
識の交付

母体保護法施行令（昭和24
年政令第16号）第１条第２項

7 保健所 7

保健・衛生 7 　受胎調節実地指導員の
指定証の訂正

母体保護法施行令第３条 7 保健所 7
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

保健・衛生 8 受胎調節実地指導員の指
定書及び標識の再交付

母体保護法施行規則（昭和
27年厚生省令第32号）第14
条

7 保健所 7

保健・衛生 9 　指定養育医療機関の指
定

母子保健法（昭和40年法律
第141号）第20条第５項

23 保健所 3 子ども子育て支
援室

20

保健・衛生 10 　栄養士の免許 栄養士法（昭和22年法律第
245号）第２条第１項

10 保健所 10

保健・衛生 11 　栄養士の免許 栄養士法第２条第１項 20 市町村 10 保健所 10

保健・衛生 12 　栄養士免許証の書換え
（県内に住所を有する者に
係るものを除く。）

栄養士法施行令（昭和28年
政令第231号）第５条第１項

10 健康国保課 10

保健・衛生 13 　栄養士免許証の書換え
（県内に住所を有する者に
係るものに限る。）

栄養士法施行令第５条第１
項

10 保健所 10

保健・衛生 14 　栄養士免許証の書換え
（県内に住所を有する者に
係るものに限る。）

栄養士法施行令第５条第１
項

20 市町村 10 保健所 10

保健・衛生 15 　栄養士免許証の再交付
（県内に住所を有する者に
係るものを除く。）

栄養士法施行令第６条第１
項

10 健康国保課 10

保健・衛生 16 　栄養士免許証の再交付
（県内に住所を有する者に
係るものに限る。）

栄養士法施行令第６条第１
項

10 保健所 10

保健・衛生 17 　栄養士免許証の再交付
（県内に住所を有する者に
係るものに限る。）

栄養士法施行令第６条第１
項

20 市町村 10 保健所 10

保健・衛生 18 　障害者自立支援医療（精
神通院医療）に係る支給の
認定

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律第52条第１項

30 市町村 4 保健所 25 精神保健福
祉センター

1

保健・衛生 19 　措置入院者仮退院の許
可

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律（昭和25年法
律第123号）第40条

7 保健所 7

保健・衛生 20 　精神障害者保健福祉手
帳の交付（精神障害を支給
事由とする年金給付に係
るものを除く。）

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律第45条第２
項

30 市町村 4 保健所 25 精神保健福
祉センター

1

保健・衛生 21 　精神障害者保健福祉手
帳の交付（精神障害を支給
事由とする年金給付に係
るものに限る。）

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律第45条第２
項

25 市町村 4 保健所 21

保健・衛生 22 　精神障害者保健福祉手
帳の更新（精神障害を支給
事由とする年金給付に係
るものを除く。）

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律第45条第４
項

30 市町村 4 保健所 25 精神保健福
祉センター

1

保健・衛生 23 　精神障害者保健福祉手
帳の更新（精神障害を支給
事由とする年金給付に係
るものに限る。）

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律第45条第４
項

25 市町村 4 保健所 21

保健・衛生 24 　精神障害者保健福祉手
帳の障害等級の変更（精
神障害を支給事由とする
年金給付に係るものを除
く。）

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律施行令（昭和
25年政令第115号）第９条第
２項

30 市町村 4 保健所 25 精神保健福
祉センター

1

保健・衛生 25 　精神障害者保健福祉手
帳の障害等級の変更（精
神障害を支給事由とする
年金給付に係るものに限
る。）

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律施行令第９
条第２項

25 市町村 4 保健所 21

保健・衛生 26 　精神障害者保健福祉手
帳の再交付

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律施行令第10
条第１項

14 市町村 4 保健所 10
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

保健・衛生 27 　都道府県を越える居住地
変更届出による精神障害
者保健福祉手帳の交付

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律施行令第７
条第５項

14 市町村 4 保健所 10

保健・衛生 28 　感染症患者の死体埋葬
の許可

感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する
法律（平成10年法律第114
号）第30条第２項

1 保健所 1

保健・衛生 29 　結核患者の医療費公費
負担の決定

感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する
法律第37条の２第１項

31 保健所 30 感染症診査
協議会

1

保健・衛生 30 　結核指定医療機関の指
定

感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する
法律第38条第２項

14 保健所 14

保健・衛生 31 　療養費公費負担の決定
（第37条の２第１項に規定
する医療に限る。）

感染症の予防及び感染症の
患者に関する法律第42条第
１項

30 保健所 30

保健・衛生 32 　国立ハンセン病療養所入
所者等の親族に対する援
護の決定

ハンセン病問題の解決の促
進に関する法律（平成20年法
律第82号）第19条

30 健康国保課 30

保健・衛生 33 　交通等の制限を受けない
ことの許可

検疫法（昭和26年法律第201
号）第５条第４号

1 保健所 1

保健・衛生 34 　検疫港に至ることが困難
な場合における病原体が
国内に侵入するおそれが
ない旨の確認

検疫法第22条第５項 3 保健所 3

保健・衛生 35 　緊急避難の場合における
病原体が国内に侵入する
おそれがない旨の確認

検疫法第23条第５項 3 保健所 3

医事 1 　地域医療支援病院の名
称の承認

医療法（昭和23年法律第205
号）第４条第１項

73 保健所 3 医療政策室 60 岩手県医療
審議会

10

医事 2 　病院の開設の許可（病床
過剰地域の場合）

医療法第７条第１項 73 保健所 3 医療政策室 60 岩手県医療
審議会

10

医事 3 　病院の開設の許可（病床
過剰地域以外の場合）

医療法第７条第１項 23 保健所 3 医療政策室 20

医事 4 　診療所又は助産所の開
設の許可

医療法第７条第１項 20 保健所 20

医事 5 　病院の開設許可事項の
変更の許可（病床数の増
加に係るもの及び同一敷
地内における全面改築に
係るものの場合）

医療法第７条第２項 73 保健所 3 医療政策室 60 岩手県医療
審議会

10

医事 6 　病院の開設許可事項の
変更の許可（病床数の増
加に係るもの及び同一敷
地内における全面改築に
係るもの以外の場合）

医療法第７条第２項 20 保健所 20

医事 7 　診療所又は助産所の開
設許可事項の変更の許可

医療法第７条第２項 20   保健所 20

医事 8 　診療所の病床設置及び
設置許可事項の変更の許
可

医療法第７条第３項 20 保健所 20

医事 9 　病院開設者以外の者を
管理者とする場合の許可

医療法第12条第１項 10   保健所 10

医事 10 　２以上の病院等の管理者
の許可（２以上の保健所の
所管区域にわたる病院の
開設者に係るものに限
る。）

医療法第12条第２項 13 保健所 3 医療政策室 10
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経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

医事 11 　２以上の病院等の管理者
の許可（２以上の保健所の
所管区域にわたる病院の
開設者に係るものを除く。）

医療法第12条第２項 10   保健所 10

医事 12 　病院等の専属薬剤師の
設置免除の許可

医療法第18条ただし書 10   保健所 10

医事 13 　病院の使用の許可（病床
数の増加に係るもの及び
同一敷地内における全面
改築の係るものの場合）

医療法第27条 23 保健所 3 医療政策室 20

医事 14 　病院の使用の許可（病床
数の増加に係るもの及び
同一敷地内における全面
改築の係るもの以外の場
合）

医療法第27条 20   保健所 20

医事 15 　診療所又は助産所の使
用の許可

医療法第27条 15   保健所 15  

医事 16 　社会医療法人の認定 医療法第42条の２第１項 73 保健所 3 医療政策室 60 岩手県医療
審議会

10

医事 17 　医療法人の設立の認可 医療法第44条第１項 73 保健所 3 医療政策室 60 岩手県医療
審議会

10

医事 18 　医療法人の理事の減員
の認可

医療法第46条の５第１項ただ
し書

10 保健所 10

医事 19 　医師又は歯科医師以外
の者を理事長とする認可
（特定医療法人、社会医療
法人、地域医療支援病院
を経営する医療法人及び
病院機能評価認定を受け
た医療機関を経営する医
療法人を除く。）

医療法第46条の６第１項ただ
し書

70   保健所 60 岩手県医療
審議会

10

医事 20 　医師又は歯科医師以外
の者を理事長とする認可
（特定医療法人、社会医療
法人、地域医療支援病院
を経営する医療法人及び
病院機能評価認定を受け
た医療機関を経営する医
療法人に限る。）

医療法第46条の６第１項ただ
し書

20   保健所 20

医事 21 　医療法人の定款又は寄
附行為の変更認可

医療法第54条の９第３項 23 保健所 3 医療政策室 20

医事 22 　医療法人の解散の認可 医療法第55条第６項 73 保健所 3 医療政策室 60 岩手県医療
審議会

10

医事 23 　医療法人の吸収合併の
認可

医療法第58条の２第４項 73 保健所 3 医療政策室 60 岩手県医療
審議会

10

医事 24 　医療法人の新設合併の
認可

医療法第59条の２において
準用する第58条の２第４項

73 保健所 3 医療政策室 60 岩手県医療
審議会

10

医事 25 　医療法人の吸収分割の
認可

医療法第60条の３第４項 73 保健所 3 医療政策室 60 岩手県医療
審議会

10

医事 26 　医療法人の新設分割の
認可

医療法第61条の３において
準用する第60条の３第４項

73 保健所 3 医療政策室 60 岩手県医療
審議会

10

医事 27 　速やかに診療を行う体制
の確保の認定

医療法施行規則（昭和23年
厚生省令第50号）第９条の15
の２

10 保健所 10

医事 28 　救急病院又は救急診療
所の認定

救急病院等を定める省令（昭
和39年厚生省令第８号）第１
条第１項

43 保健所 3 医療政策室 40

16 / 26 ページ



経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（保健福祉部）

区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

医事 29 　臨床検査技師養成所の
指定

臨床検査技師等に関する法
律（昭和33年法律第76号）第
15条第１号

15 医療政策室 15

医事 30 　衛生検査所の登録 臨床検査技師等に関する法
律第20条の３第１項

20 保健所 20

医事 31 　衛生検査所の変更の登
録

臨床検査技師等に関する法
律第20条の４第１項

20 保健所 20

医事 32 　臨床検査技師養成所の
指定事項の変更の承認

臨床検査技師等に関する法
律施行令（昭和33年政令第
226号）第12条第１項

15 医療政策室 15

医事 33 　衛生検査所の登録証明
書の書換え

臨床検査技師等に関する法
律施行規則（昭和33年厚生
省令第24号）第18条第１項

5 保健所 5

医事 34 　歯科技工士養成所の指
定

歯科技工士法（昭和30年法
律第168号）第14条第２号

15 医療政策室 15

医事 35 　歯科技工士養成所の指
定事項の変更の承認

歯科技工士法施行令（昭和
30年法律第228号）第11条第
１項

15 医療政策室 15

医事 36 　准看護師の免許 保健師助産師看護師法（昭
和23年法律第203号）第８条

10 保健所 10

医事 37 　准看護師の免許 保健師助産師看護師法第８
条

20 市町村 10 保健所 10

医事 38 　保健師養成所の指定 保健師助産師看護師法第19
条第２号

15 医療政策室 15

医事 39 　助産師養成所の指定 保健師助産師看護師法第20
条第２号

15 医療政策室 15

医事 40 　看護師養成所の指定 保健師助産師看護師法第21
条第３号

15 医療政策室 15

医事 41 　准看護師養成所の指定 保健師助産師看護師法第22
条第２号

15 医療政策室 15

医事 42 　准看護師免許証の書換
え（県外に住所を有する者
（県内に就業している者を
除く。）に係るもの及び他の
都道府県知事を経由して
申請されたものに限る。）

保健師助産師看護師法施行
令（昭和28年政令第386号）
第６条第２項

10  医療政策室 10

医事 43 　准看護師免許証の書換
え（県内に住所を有する者
に係るもの（他の都道府県
知事を経由して申請された
ものを除く。）及び県内に就
業している者に係るものに
限る。）

保健師助産師看護師法施行
令第６条第２項

10 保健所 10

医事 44 　准看護師免許証の書換
え（県内に住所を有する者
に係るもの（他の都道府県
知事を経由して申請された
ものを除く。）及び県内に就
業している者に係るものに
限る。）

保健師助産師看護師法施行
令第６条第２項

20 市町村 10 保健所 10

医事 45 　准看護師免許証の再交
付（県外に住所を有する者
（県内に就業している者を
除く。）に係るもの及び他の
都道府県知事を経由して
申請されたものに限る。）

保健師助産師看護師法施行
令第７条第２項

10 医療政策室 10
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医事 46 　准看護師免許証の再交
付（県内に住所を有する者
に係るもの（他の都道府県
知事を経由して申請された
ものを除く。）及び県内に就
業している者に係るものに
限る。）

保健師助産師看護師法施行
令第７条第２項

10 保健所 10

医事 47 　准看護師免許証の再交
付（県内に住所を有する者
に係るもの（他の都道府県
知事を経由して申請された
ものを除く。）及び県内に就
業している者に係るものに
限る。）

保健師助産師看護師法施行
令第７条第２項

20 市町村 10 保健所 10

医事 48 　看護師等養成所の指定
事項の変更の承認

保健師助産師看護師法施行
令第13条第１項

15 医療政策室 15

医事 49 　准看護師養成所の指定
事項の変更の承認

保健師助産師看護師法施行
令第20条において準用する
第13条第１項

15 　 　 医療政策室 15

医事 50 　准看護師試験の合格証
明書の交付

保健師助産師看護師法施行
規則（昭和26年厚生省令第
34号）第30条第１項

8 保健所 3 医療政策室 5

医事 51 　はり師の養成施設、きゅ
う師の養成施設並びにはり
師及びきゅう師の養成施設
の認定

あん摩マッサージ指圧師、は
り師、きゅう師等に関する法
律（昭和22年法律第217号）
第２条第１項第２号

15 医療政策室 15

医事 52 　養成施設の教育課程、生
徒の定員その他文部科学
省令・厚生労働省令で定
める事項の変更の承認

あん摩マッサージ指圧師、は
り師、きゅう師等に関する法
律第２条第３項

15 医療政策室 15

医事 53 　診療放射線技師養成所
の指定

診療放射線技師法（昭和26
年法律第226号）第20条第１
号

15 医療政策室 15

医事 54 　指定養成所の主務省令
で定める事項の変更の承
認

診療放射線技師法施行令
（昭和28年政令第385号）第９
条第１項

15 医療政策室 15

医事 55 　理学療法士養成施設の
指定

理学療法士及び作業療法士
法（昭和40年法律第137号）
第11条

15 医療政策室 15

医事 56 　作業療法士養成施設の
指定

理学療法士及び作業療法士
法第12条

15 医療政策室 15

医事 57 　理学療法士養成施設及
び作業療法士養成施設の
指定事項の変更の承認

理学療法士及び作業療法士
法施行令（昭和40年政令第
327号）第11条第１項

15 医療政策室 15

医事 58 　柔道整復師養成施設の
指定

柔道整復師法（昭和45年法
律第19号）第12条第１項

15 医療政策室 15

医事 59 　柔道整復師養成施設の
指定事項の変更の承認

柔道整復師法施行令（平成４
年政令第302号）第４条第１
項

15 医療政策室 15

医事 60 　歯科衛生士養成所の指
定

歯科衛生士法（昭和23年法
律第204号）第12条第２号

15 医療政策室 15

医事 61 　歯科衛生士養成所の指
定事項の変更の承認

歯科衛生士法施行令（平成３
年政令第226号）第４条第１
項

15 医療政策室 15

医事 62 　視能訓練士養成所の指
定

視能訓練士法（昭和46年法
律第64号）第14条

15 医療政策室 15
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医事 63 　視能訓練士養成所の指
定事項の変更の承認

視能訓練士法施行令（昭和
46年政令第246号）第12条第
１項

15 医療政策室 15

医事 64 　臨床工学技士養成所の
指定

臨床工学技士法（昭和62年
法律第60号）第14条

15 医療政策室 15

医事 65 　臨床工学技士養成所の
指定事項の変更の承認

臨床工学技士学校養成所指
定規則（昭和63年文部省・厚
生省令第２号）第３条第１項

15 医療政策室 15

医事 66 　義肢装具士養成所の指
定

義肢装具士法（昭和62年法
律第61号）第14条

15 医療政策室 15

医事 67 　義肢装具士養成所の指
定事項の変更の承認

義肢装具士学校養成所指定
規則（昭和63年文部省・厚生
省令第３号）第３条第１項

15 医療政策室 15

医事 68 　救急救命士養成所の指
定

救急救命士法（平成３年法律
第36号）第34条

15 医療政策室 15

医事 69 　救急救命士養成所の指
定事項の変更の承認

救急救命士学校養成所指定
規則（平成３年文部省・厚生
省令第２号）第３条第１項

15 医療政策室 15

医事 70 　言語聴覚士養成所の指
定

言語聴覚士法（平成９年法律
第132号）第33条

15 医療政策室 15

医事 71 　言語聴覚士養成所の指
定事項の変更の承認

言語聴覚士学校養成所指定
規則（平成10年文部省・厚生
省令第２号）第３条第１項

15 医療政策室 15

薬事 1 　薬局開設の許可 医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律（昭和35年
法律第145号）第４条第１項

15 保健所 15

薬事 2 　薬局開設の許可の更新 医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第４条第４
項

15 保健所 15

薬事 3 　地域連携薬局の認定 医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第６条の２
第１項

43 保健所 3 健康国保課 40

薬事 4 　地域連携薬局の認定の
更新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第６条の２
第４項

43 保健所 3 健康国保課 40

薬事 5 　専門医療機関連携薬局
の認定

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第６条の３
第１項

43 保健所 3 健康国保課 40

薬事 6 　専門医療機関連携薬局
の認定の更新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第６条の３
第５項

43 保健所 3 健康国保課 40

薬事 7 　薬局管理者の兼任の許
可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第７条第４
項

15 保健所 15

薬事 8 　医薬品製造販売業の許
可（薬局製造販売医薬品
の製造販売業に限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第12条第
１項

15 保健所 15

薬事 9 　医薬品等製造販売業の
許可（薬局製造販売医薬
品の製造販売業を除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第12条第
１項

63 保健所 3 健康国保課 60
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薬事 10 　医薬品製造販売業の許
可の更新（薬局製造販売
医薬品の製造販売業に限
る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第12条第
４項

15 保健所 15

薬事 11 　医薬品等製造販売業の
許可の更新（薬局製造販
売医薬品の製造販売業を
除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第12条第
４項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 12 　医薬品製造業の許可（薬
局製造販売医薬品の製造
業に限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第13条第
１項

15 保健所 15

薬事 13 　医薬品等製造業の許可
（薬局製造販売医薬品の
製造業を除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第13条第
１項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 14 　医薬品製造業の許可の
更新（薬局製造販売医薬
品の製造業に限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第13条第
４項

15 保健所 15

薬事 15 　医薬品等製造業の許可
の更新（薬局製造販売医
薬品の製造業を除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第13条第
４項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 16 　医薬品等製造業の区分
の変更又は追加の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第13条第
８項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 17 　医薬品等製造所の登録 医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第13条の
２の２第１項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 18 　医薬品等製造所の登録
の更新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第13条の
２の２第４項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 19 　医薬品の製造販売の承
認（薬局製造販売医薬品
の製造販売業に限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第14条第
１項

20 保健所 20

薬事 20 　医薬品等の製造販売の
承認（薬局製造販売医薬
品の製造販売業を除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第14条第
１項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 21 　医薬品等の製造販売の
承認等に係る製造所適合
性調査

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第14条第
６項及び第８項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 22 　医薬品の製造販売承認
事項の一部変更承認（薬
局製造販売医薬品の製造
販売業に限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第14条第
13項

20 保健所 20

薬事 23 　医薬品等の製造販売承
認事項の一部変更承認
（薬局製造販売医薬品の
製造販売業を除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第14条第
13項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 24 　医薬品等の製造販売承
認事項の一部変更承認に
係る製造所適合性調査

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第14条第
13項において準用する第14
条第６項

63 保健所 3 健康国保課 60
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日数

処理
日数

協議
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標準処
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薬事 25 　医薬品等の製造所に係
る区分適合性調査

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第14条の
２第２項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 26 　医薬品等の製造所に係
る変更計画確認調査

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第14条の
７の２第４項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 27 　医薬品の製造管理者の
兼任の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第17条第
８項において準用する第７条
第４項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 28 　医療機器等製造販売業
の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第23条の
２第１項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 29 　医療機器等製造販売業
の許可の更新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第23条の
２第４項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 30 　医療機器等製造業の登
録

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第23条の
２の３第１項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 31 　医療機器等製造業の登
録の更新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第23条の
２の３第３項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 32 　体外診断用医薬品の製
造管理者の兼任の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第23条の
２の14第13項において準用
する第７条第４項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 33 　再生医療等製品製造販
売業の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第23条の
20第１項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 34 　再生医療等製品の製造
販売業の許可の更新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第23条の
20第４項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 35 　医薬品販売業の許可（配
置販売業に係るものを除
く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第24条第
１項

15 保健所 15

薬事 36 　配置販売業の許可 医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第24条第
１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 37 　医薬品販売業の許可の
更新（配置販売業に係るも
のを除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第24条第
２項

15 保健所 15

薬事 38 　配置販売業の許可の更
新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第24条第
２項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 39 　店舗販売業の管理者の
兼任の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第28条第
４項

15 保健所 15
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薬事 40 　配置従事者身分証明書
の交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第33条第
１項

15 保健所 15

薬事 41 　卸売販売業の管理者の
兼任の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第35条第
４項

15 保健所 15

薬事 42 　登録販売者の登録 医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第36条の
８第２項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 43 　高度管理医療機器又は
特定保守管理医療機器の
販売業又は賃貸業の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第39条第
１項

15 保健所 15

薬事 44 　高度管理医療機器又は
特定保守管理医療機器の
販売業又は貸与業の許可
の更新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第39条第
６項

15 保健所 15

薬事 45 　高度管理医療機器又は
特定保守管理医療機器の
販売業又は貸与業の管理
者の兼任の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第39条の
２第２項ただし書

15 保健所 15

薬事 46 　医療機器の修理業の許
可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第40条の
２第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 47 　医療機器の修理業の許
可の更新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第40条の
２第４項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 48 　医療機器の修理区分の
変更又は追加の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第40条の
２第７項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 49 　再生医療等製品の販売
業の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第40条の
５第１項

15 保健所 15

薬事 50 　再生医療等製品の販売
業の許可の更新

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第40条の
５第６項

15 保健所 15

薬事 51 　再生医療等製品の販売
業の管理者の兼任の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第40条の
６第２項ただし書

15 保健所 15

薬事 52 　生物由来製品の製造業
の管理者の兼任の許可

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第68条の
16第２項において準用する第
７条第４項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 53 　輸出用医薬品等の製造
所適合性調査

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第80条第
１項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 54 　薬局開設の許可証の書
換え

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令（昭
和36年政令第11号）第２条の
３第１項

15 保健所 15
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薬事 55 　薬局開設の許可証の再
交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
２条の４第１項

15 保健所 15

薬事 56 　地域連携薬局等の認定
証の書換え

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
２条の８第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 57 　地域連携薬局等の認定
証の再交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
２条の９第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 58 　医薬品製造販売業の許
可証の書換え（薬局製造
販売医薬品の製造販売業
に限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
５条第１項

15 保健所 15

薬事 59 　医薬品等製造販売業の
許可証の書換え（薬局製
造販売医薬品の製造販売
業を除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
５条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 60 　医薬品製造販売業の許
可証の再交付（薬局製造
販売医薬品の製造販売業
に限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
６条第１項

15 保健所 15

薬事 61 　医薬品等製造販売業の
許可証の再交付（薬局製
造販売医薬品の製造販売
業を除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
６条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 62 　医薬品製造業の許可証
の書換え（薬局製造販売
医薬品の製造業に限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
12条第１項

15 保健所 15

薬事 63 　医薬品等製造業の許可
証の書換え（薬局製造販
売医薬品の製造業を除
く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
12条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 64 　医薬品製造業の許可証
の再交付（薬局製造販売
医薬品の製造業に限る。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
13条第１項

15 保健所 15

薬事 65 　医薬品等製造業の許可
証の再交付（薬局製造販
売医薬品の製造業を除
く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
13条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 66 　医薬品等製造所の登録
証の書換え交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
16条の４第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 67 　医薬品等製造所の登録
証の再交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
16条の５第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 68 　医薬品等の製造所に係
る基準確認証の書換え交
付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
26条の４第１項

18 保健所 3 健康国保課 15
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薬事 69 　医薬品等の製造所に係
る基準確認証の再交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
26条の５第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 70 　医療機器等製造販売業
の許可証の書換え

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
37条の２第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 71 　医療機器等製造販売業
の許可証の再交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
37条の３第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 72 　医療機器等製造業の登
録証の書換え

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
37条の９第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 73 　医療機器等製造業の登
録証の再交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
37条の10第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 74 　再生医療等製品製造販
売業の許可証の書換え

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
43条の４第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 75 　再生医療等製品製造販
売業の許可証の再交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
43条の５第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 76 　医薬品販売業、高度管理
医療機器等の販売業若しく
は貸与業又は再生医療等
製品の販売業の許可証の
書換え（配置販売業に係る
ものを除く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
45条第１項

15 保健所 15

薬事 77 　配置販売業の許可証の
書換え

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
45条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 78 　薬局開設又は医薬品販
売業又は高度管理医療機
器等の販売業若しくは賃貸
業の許可証の再交付（配
置販売業に係るものを除
く。）

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
46条第１項

15 保健所 15

薬事 79 　配置販売業の許可証の
再交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
46条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 80 　医療機器の修理業の許
可証の書換え

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
55条において準用する第37
条の９第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 81 　医療機器の修理業の許
可証の再交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第
55条において準用する第37
条の10第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 82 　販売従事登録証の書換
え交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行規則
（昭和36年厚生省令第１号）
第159条の11第１項

18 保健所 3 健康国保課 15
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薬事 83 　販売従事登録証の再交
付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行規則
第159条の12第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 84 　配置従事者身分証明書
の書換え

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行細則
（平成12年岩手県規則第101
号）第６条第１項

15 保健所 15

薬事 85 　配置従事者身分証明書
の再交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行細則
第７条第１項

15 保健所 15

薬事 86 　登録販売者試験合格証
明書の交付

医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行細則
第11条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 87 　配置販売品目の変更又
は追加の指定

薬事法施行規則等の一部を
改正する省令（平成21年厚
生労働省令第10号）附則第
12条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 88 　特例販売品目の変更又
は追加の指定

薬事法施行規則等の一部を
改正する省令附則第14条第
２項において準用する附則第
12条第１項

15 保健所 15

薬事 89 　特定毒物研究者の許可 毒物及び劇物取締法（昭和
25年法律第303号）第３条の
２第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 90 　毒物劇物製造業又は輸
入業の登録

毒物及び劇物取締法第４条
第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 91 　毒物劇物販売業の登録 毒物及び劇物取締法第４条
第１項

15 保健所 15

薬事 92 　毒物劇物製造業及び輸
入業の登録の更新

毒物及び劇物取締法第４条
第３項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 93 　毒物劇物販売業の登録
の更新

毒物及び劇物取締法第４条
第３項

15 保健所 15

薬事 94 　取扱品目追加に係る登
録の変更

毒物及び劇物取締法第９条
第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 95 　特定毒物使用者の指定 毒物及び劇物取締法施行令
（昭和30年政令第261号）第
11条、第16条、第22条又は
第28条

15 保健所 15

薬事 96 　特定毒物指導員の指定 毒物及び劇物取締法施行令
第13条、第18条又は第24条

15 保健所 15

薬事 97 　毒物劇物取扱者試験合
格書の再交付

毒物及び劇物取締法施行細
則（昭和35年岩手県規則第
28号）第16条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 98 　特定毒物使用者指定証
の書換え交付

毒物及び劇物取締法施行細
則第５条第１項

15 保健所 15

薬事 99 　特定毒物使用者指定証
の再交付

毒物及び劇物取締法施行細
則第６条第１項

15 保健所 15

薬事 100 　特定毒物指導員証の書
換え交付

毒物及び劇物取締法施行細
則第９条第１項

15 保健所 15

薬事 101 　特定毒物指導員証の書
換え再交付

毒物及び劇物取締法施行細
則第10条第１項

15 保健所 15

薬事 102 　麻薬取扱者の免許 麻薬及び向精神薬取締法
（昭和28年法律第14号）第３
条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15
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区　分 事務の名称 法　令
標準処
理日数 経由機関 主管課等 協議機関

薬事 103 　麻薬取扱者の免許証の
書換え

麻薬及び向精神薬取締法第
９条第２項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 104 　麻薬取扱者の免許証の
再交付

麻薬及び向精神薬取締法第
10条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 105 　麻薬小売業者間の麻薬
の譲渡しの許可

麻薬及び向精神薬取締法第
24条第12項第１号

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 106 　向精神薬卸売業者等の
免許

麻薬及び向精神薬取締法第
50条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 107 　向精神薬卸売業者等の
免許証の書換え

麻薬及び向精神薬取締法第
50条の４において準用する第
９条第２項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 108 　向精神薬卸売業者等の
免許証の再交付

麻薬及び向精神薬取締法第
50条の４において準用する第
10条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 109 　向精神薬試験研究施設
設置者の登録

麻薬及び向精神薬取締法第
50条の５第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 110 　向精神薬試験研究施設
設置者の登録票の書換え

麻薬及び向精神薬取締法第
50条の７において準用する第
９条第２項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 111 　向精神薬試験研究施設
設置者の登録票の再交付

麻薬及び向精神薬取締法第
50条の７において準用する第
10条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 112 　麻薬小売業者間の麻薬
の譲渡しの許可証の書換
え

麻薬及び向精神薬取締法施
行規則（昭和28年厚生省令
第14号）第９条の２第９項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 113 　第一種大麻草採取取扱
者の免許

大麻草の栽培の規制に関す
る法律（昭和23年法律第124
号）第５条第１項

63 保健所 3 健康国保課 60

薬事 114 　第一種大麻草採取取扱
者免許証の再交付

大麻草の栽培の規制に関す
る法律第７条第３項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 115 　大麻の持出しに係る許可 大麻草の栽培の規制に関す
る法律第11条

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 116 　覚醒剤施用機関の指定 覚醒剤取締法（昭和26年法
律第252号）第３条第１項

18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 117 　覚醒剤研究者の指定 覚醒剤取締法第３条第１項 18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 118 　指定証の再交付（覚醒剤
施用機関の開設者又は覚
醒剤研究者に係るものに
限る。）

覚醒剤取締法第11条第１項 18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 119 　覚醒剤原料取扱業者等
の指定

覚醒剤取締法第30条の２ 18 保健所 3 健康国保課 15

薬事 120 　覚醒剤原料取扱業者等
の指定証の再交付（覚醒
剤原料取扱者及び覚醒剤
原料研究者に係るものに
限る。）

覚醒剤取締法第30条の５に
おいて準用する第11条第１
項

18 保健所 3 健康国保課 15

　
備考１　「経由日数」とは、経由機関の事務所に申請書等が到達した日から起算し、主管課等の事務所に到達する前日までの日数をいう。
　　　２　「処理日数」とは、主管課等の事務所に申請書等が到達した日から起算し、当該申請に係る許可認可等の文書を発送するまでの日数をい
う。ただし、協議機関の協議日数を除く。
　　　３　「協議日数」とは、協議機関の事務所に協議書等が到達した日から起算し、主管課等の事務所に当該協議書に対する回答書が到達するま
での日数をいう。
 　　 ４　標準処理日数欄に「法令」と表示されている日数の期間については、同じ項の法令欄に掲げる法令に定める算定方法によるものである。
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